
条

例

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
職
員
の

退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水

質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
国
民
健
康
保

険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
七
月
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
三
十
八
号

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二
第
五
項
の
表
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
一
号
の
三
の
項
中｢

第
一
号
の

三｣

を｢

第
三
号｣

に
改
め
、
同
表
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
二
の
項
中｢

第
三
十
八
条
第
二
項

第
一
号
の
二｣

を｢

第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号｣

に
改
め
、
同
表
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
項

を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

個
人
の
県
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書)

第
三
十
一
条
の
三

所
得
税
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

給
与
所
得
者｣

と
い
う
。)

は
、
当
該
申

告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
の
給
与
等
の
支
払
者(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

給
与
支
払

者｣

と
い
う
。)

か
ら
毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
法
第
四
十
五
条
の

三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
を
、
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
給
与
所
得
者
の
住
所
所
在
地

の
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
給
与
所
得
者
は
、
そ
の
年
の
中
途
に
お
い
て
当
該
申
告

書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
給
与
支
払
者
か
ら
そ
の
異
動
を

生
じ
た
日
後
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
を
、
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告

書
と
併
せ
て
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
給
与
所
得
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規

定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

個
人
の
県
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書)

第
三
十
一
条
の
四

所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

公
的
年
金
等
受
給
者｣

と
い
う
。)

は
、

当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
条
第
一
項
の
公
的
年
金
等
の
支
払
者(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て｢

公
的
年
金
等
支
払
者｣

と
い
う
。)

か
ら
毎
年
最
初
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
県
民
税

に
関
す
る
申
告
書
を
、
法
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
当
該

公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
中｢

解
散｣

の
下
に｢

(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
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翌
日)

目

次

条

例

○
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

一

○
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

四

○
職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制

限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

四

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

五

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

五

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

六

○
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

七

○
大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準

及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

七

○
福
島
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援

基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

○
福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九

○
福
島
県
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る

職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
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お
い
て
同
じ
。)

｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
一
号
の
三

を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
二
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

同
項
第
一
号
の
二｣

を｢
同
項
第
二
号｣

に
、｢

同
項
第
一
号
の
三｣

を｢

同
項
第
三
号｣

に
改
め
、｢

、
同
項
第
二
号
の

均
等
割
額
の
算
定
期
間｣

を
削
り
、｢

同
項
第
三
号｣

を｢

同
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

｢

第
二
号｣
を｢

第
三
号｣

に
、｢

第
二
項
第
一
号
の
二｣

を｢

第
二
項
第
二
号｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中｢

第
三
十
一
項
か
ら
第
三
十
四
項
ま
で
、
第
三
十
九
項
か
ら
第
四
十
六

項
ま
で
及
び
第
四
十
八
項｣

を｢

第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
、
第
三
十
四
項
か
ら
第
四
十
一

項
ま
で
及
び
第
四
十
三
項｣

に
、

｢

第
五
項
、
第
二
十
四
項
、
第
二
十
六
項
及
び
第
二
十
七
項｣

を

｢

第
十
九
項
、
第
二
十
一
項
及
び
第
二
十
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
三
十
一

項
か
ら
第
三
十
四
項
ま
で
及
び
第
三
十
九
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で

及
び
第
三
十
四
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
三
条
第
四
十
五
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
四

十
項｣

に
、｢

同
条
第
三
十
三
項｣
を｢

同
条
第
二
十
八
項｣

に
、｢

同
条
第
三
十
一
項｣

を｢

同
条

第
二
十
六
項｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

第
五
十
三
条
第
三
十
三
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
二
十
八

項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
六
第
一
項
中｢

第
六
十
六
条
の
四
第
十
六
項
第
一
号｣

を｢

第
六
十
六
条
の
四
第
十

五
項
第
一
号｣

に
、｢

第
五
十
三
条
第
二
十
八
項｣
を｢

第
五
十
三
条
第
二
十
三
項｣

に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
の
七
第
一
項
中｢

第
五
十
三
条
第
二
十
八
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
二
十
三
項｣

に
改

め
る
。

第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
中

｢

、
各
連
結
事
業
年
度｣
を

｢
及
び
各
連
結
事
業
年
度｣

に
改
め
、

｢

及
び
清
算
所
得
の
金
額｣

を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ウ
及
び
同
条
第
四
項
中｢

及
び
清
算
所
得｣

を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
ウ
中｢

又
は
清
算
所
得｣

を
削
り
、
同
号
ウ
の
表
中｢

及
び
清
算

所
得｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

又
は
清
算
所
得｣

を
削
り
、
同
号
の
表
中｢

及
び
清
算
所
得｣

を

削
り
、
同
項
第
三
号
中｢

又
は
清
算
所
得｣

を
削
り
、
同
号
の
表
中｢

及
び
清
算
所
得｣

を
削
り
、
同

条
第
三
項
第
一
号
ウ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

及
び
清
算
所
得｣

を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
六
号
中｢

第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項｣

の
下
に｢
又
は
法
第
七

十
二
条
の
三
十
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項｣

を
加
え
、｢

(

そ
の
期
間
内
に
残
余
財
産
の
最
後
の
分
配

又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で)

｣

を
削
り
、
同
項
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七

法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

当
該
法
人
の
当
該
事
業
年

度
終
了
の
日
か
ら
一
月
以
内(

そ
の
期
間
内
に
残
余
財
産
の
最
後
の
分
配
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ

る
と
き
は
、
そ
の
行
わ
れ
る
日
の
前
日
ま
で)

第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
八
号
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
十
二
の
三
第
一
項
中｢

第
六
十
六
条
の
四
第
十
六
項
第
一
号｣

を｢

第
六
十
六
条
の

四
第
十
五
項
第
一
号｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
四
中｢

千
七
十
四
円｣

を｢

千
五
百
四
円｣

に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
ウ
中｢

租
税
特
別
措
置
法
第
十
条｣

の
下
に｢

(

同
法
第
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、｢

第
十
条
の
六｣

を｢

第

十
条
の
七｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
二
中｢

第
三
十
二
項
か
ら
第
三
十
五
項
ま
で
、
第
四
十
項
か
ら
第
四
十
二
項
ま
で
及

び
第
四
十
四
項｣

を｢

第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
、
第
三
十
四
項
か
ら
第
四
十
一
項
ま
で
及

び
第
四
十
三
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
の
三
中｢

並
び
に
同
期
間
内
に
お
け
る
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法

人
税
額
に
係
る
法
人
税
割(

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に

係
る
法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
税
割
を
含

む
。)
｣

を
削
る
。

附
則
第
七
条
の
四
第
二
項
中｢

第
二
号｣

を｢

第
三
号｣

に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
の
二
中｢

及
び
同
日
以
後
の
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。)

に
よ
る
清
算
所
得

に
対
す
る
法
人
の
事
業
税(

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の

事
業
税
を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

附
則
第
八
条
の
四
中｢

又
は
法
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て｢

清
算
事
業
年
度
予
納
申
告
納
付｣

と
い
う
。)

に
係
る
期
限
と
当
該
清
算
事
業
年
度

予
納
申
告
納
付
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
係
る
期
限
と
が

同
一
の
日
と
な
る
場
合｣

、｢

及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
一
項｣

及
び｢

又
は
当
該
清
算
事
業
年

度
予
納
申
告
納
付｣

を
削
る
。

附
則
第
十
条
の
二
中｢

五
百
十
一
円｣

を｢

七
百
十
六
円｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
の
二
第
二
項
中｢

(

附
則
第
十
九
条
の
三｣

を｢
(

附
則
第
十
九
条
の
三
及
び
附
則

第
二
十
条
の
二｣

に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
県
民
税
の
所
得
計
算
の
特
例)

第
二
十
条
の
二

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の

十
四
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

非
課

税
上
場
株
式
等
管
理
契
約｣

と
い
う
。)

に
基
づ
き
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る

非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等(

そ
の
者
が
二
以
上
の
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座

(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

非
課
税
口
座｣

と
い
う
。)

を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
非
課

税
口
座
に
係
る
同
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て｢

非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等｣

と
い
う
。)

の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
施
行

令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式

等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
と
当
該
非
課
税
口
座

内
上
場
株
式
等
以
外
の
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得

の
金
額
と
を
区
分
し
て
、
こ
れ
ら
の
金
額
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
四
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
、
非
課
税
口
座
か
ら

の
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
一
部
又
は
全
部
の
払
出
し(

振
替
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式

等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
時
に
、
そ
の
時
に
お
け
る
価
額
と
し
て
施
行
令
附
則
第
十
八

条
の
六
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
金
額(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

払
出
し
時
の
金
額｣

と
い
う
。)

に
よ
り
非
課
税
上
場
株
式
等
管
理
契
約
に
基
づ
く
譲
渡
が
あ
つ
た
も
の
と
、
同
法
第
三
十
七
条
の
十
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四
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
払
出
し

が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
を
開
設
し
、
又
は
開
設
し
て
い
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
時
に
、
そ
の
払
出
し
時
の
金
額
を
も

つ
て
当
該
移
管
、
返
還
又
は
廃
止
に
よ
る
払
出
し
が
あ
つ
た
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
の
数
に
相

当
す
る
数
の
当
該
非
課
税
口
座
内
上
場
株
式
等
と
同
一
銘
柄
の
上
場
株
式
等(

同
法
第
三
十
七
条
の

十
一
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
を
い
う
。)

の
取
得
を
し
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し

て
、
前
項
及
び
附
則
第
十
九
条
の
規
定
そ
の
他
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

附
則
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中｢

第
二
項
第
三
号｣

を｢

第
二
項
第
四
号｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
三
十
一
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
次
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

定

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日

二

附
則
第
五
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

三

附
則
第
十
九
条
の
二
及
び
附
則
第
二
十
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
五
項
の
規
定

平

成
二
十
五
年
一
月
一
日

(

個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
二
条

改
正
後
の
福
島
県
税
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)
附
則
第
五
条
の
四
の
規
定
は
、

平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
降
に
提
出
す
る
同
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
条
例
第
三
十
一
条
の
四
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
以
降
に
提
出
す
る
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

平
成
二
十
三
年
中
に
新
条
例
第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下｢
平

成
二
十
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法｣

と
い
う
。)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
四

十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
中

｢

同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項｣

と
あ
る
の
は
、

｢

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
し
た
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。)

に
記
載
し
た
事
項
の
う
ち
前
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
も
の｣

と
し
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５

新
条
例
附
則
第
十
九
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
十
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
の

年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

(

法
人
の
県
民
税
及
び
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
三
条

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
合

併
、
分
割
、
現
物
出
資
若
し
く
は
現
物
分
配(

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十

二
年
法
律
第
六
号
。
以
下｢

所
得
税
法
等
改
正
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

法
人
税
法(

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下｢

十
月
新
法
人
税
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第

十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
現
物
分
配
を
い
い
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
の
解
散
に

よ
る
も
の
に
限
る
。)

が
行
わ
れ
る
場
合
、
同
日
以
後
に
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続

開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を
除
く
。)

若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同

日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の
残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民

税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
合
併
、
分
割
、
現
物

出
資
若
し
く
は
事
後
設
立(

所
得
税
法
等
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法(

以

下｢

十
月
旧
法
人
税
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
事
後
設
立
を
い
う
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
日
前
に
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。)

が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
連
結
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
合
併
、

分
割
、
現
物
出
資
若
し
く
は
現
物
分
配(

十
月
新
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
現

物
分
配
を
い
い
、
残
余
財
産
の
分
配
に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

が
行

わ
れ
る
場
合
、
同
日
以
後
に
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
及
び
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
を

除
く
。)

若
し
く
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
又
は
同
日
以
後
に
解
散
す
る
法
人
の

残
余
財
産
が
確
定
す
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る

法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。)

に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る

事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

第
四
条

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日(

次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て｢

指
定
日｣

と
い
う
。)

前
に
課

し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

指
定
日
前
に
福
島
県
税
条
例
第
四
十
一
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く

は
消
費
等(

同
条
例
第
四
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。)

が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等(

新
条
例
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

同
じ
。)

又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に

こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば

こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば

こ
を
指
定
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
け
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本

数
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
税
率
に
よ
り
た
ば

こ
税
を
課
す
る
。

一

製
造
た
ば
こ(
次
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
を
除
く
。)

千
本
に
つ
き
四
百
三
十
円

二

新
条
例
附
則
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ

千
本
に
つ
き
二
百
五
円
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３

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
同
項
に
規
定
す
る
製
造

た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
ご
と
に
、
そ
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
同
項
に
規
定
す
る
製
造

た
ば
こ
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
に
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令(

平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
七
号
。
第
七
項
に
お
い
て｢

改
正
規
則｣

と
い

う
。)
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書

を
指
定
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
告
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
た
ば
こ
税
の
課
税
地
を
所
管
す
る
地
方
振
興
局
の
長
に
委
任
す
る
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分(

た
ば
こ
税
法(

昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号)

第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

及
び
区
分

ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
に
よ
り
算
出
し
た
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数

二

前
号
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
た
ば
こ
税
額

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４

市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
が
平
成
二
十
二
年
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
受
理
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当

該
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
知
事
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
条
例
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
て
、
新
条
例
の
規
定
中
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分(

新
条
例
第
四
十
一

条
の
五
、
第
四
十
一
条
の
七
、
第
四
十
一
条
の
八
及
び
第
四
十
一
条
の
十
一
の
規
定
を
除
く
。)

を

適
用
す
る
。

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項

前
項

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例(

平
成
二
十
二
年
福
島
県

条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て｢

平
成
二
十
二
年
改
正

条
例｣

と
い
う
。)

附
則
第
四
条

第
二
項

第
四
十
一
条
の
九
第
一
項

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
か

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
申

つ
て
申
告
書

告
書

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
か

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定

つ
て
申
告
納
付
す
る

に
よ
つ
て
申
告
納
付
す
る

第
四
十
一
条
の
九
第
二
項

第
四
十
一
条
の
七
第
一
項
か

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
附
則
第

ら
第
三
項
ま
で

四
条
第
三
項

７

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
小
売
販
売
業
者

に
売
り
渡
し
た
製
造
た
ば
こ
の
う
ち
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ

れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
新
条
例
第
四

十
一
条
の
十
一
の
規
定
に
準
じ
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
製
造
た
ば
こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、

又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控
除
又
は
還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸

売
販
売
業
者
等
に
係
る
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
還
付
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
が
新
条
例
第
四
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提

出
す
べ
き
申
告
書
に
は
、
改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
返
還

に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ
い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
三
十
九
号

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
特
別
措
置
条
例(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
条
例
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
第
一
項
中｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改

め
る
。

第
九
条
の
四
第
一
項
中｢

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
税
特
別
措
置
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２

新
条
例
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
特
別
償
却
設
備(

福
島
県
税
特
別

措
置
条
例
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
償
却
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
新
設
し
、
又
は

増
設
し
た
青
色
申
告
者
等(

同
条
例
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
者
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。)

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
青
色
申
告
者

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
四
十
号

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

職
員
団
体
の
た
め
の
職
員
の
行
為
の
制
限
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
一
年
福
島
県
条
例
第

平成22年７月６日 火曜日 福 島 県 報 号外第32号 4



二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号｣

の
下
に｢

。
以
下｢

法｣

と
い
う
。｣

を
加
え
、

本
則
第
一
号
中｢

地
方
公
務
員
法｣

を｢

法｣

に
改
め
、
本
則
第
二
号
中｢

休
日
及
び｣

を｢

超
勤
代

休
時
間(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号
。
以
下｢

勤

務
時
間
条
例｣

と
い
う
。)

第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
を
い
う
。)

、
休
日

(

勤
務
時
間
条
例
第
九
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
及
び
年
末
年
始
の
休
日
を
い
う
。
以
下
同

じ
。)

及
び｣
に
、｢

代
休
日(｣

を｢

代
休
日(

勤
務
時
間
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
休

日
を
い
う
。)

(
そ
れ
ぞ
れ｣

に
改
め
、｢

並
び
に
年
次
有
給
休
暇
並
び
に
休
職
の
期
間
中｣

を
削
り
、

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

年
次
有
給
休
暇(
勤
務
時
間
条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休
暇
を
い
う
。)

及
び
休
職

(

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
職
並
び
に
職
員
の
分
限
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
号)

第
二
条
及
び
第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
休
職
を
い
う
。)

の
期
間
中
に
職
員
団
体
の
た
め
そ
の
業
務
を
行
い
、
又
は
活
動
す
る
場
合

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

職
員
研
修
課)

福
島
県
条
例
第
四
十
一
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中｢

同
項｣
を｢

同
項
第
一
号｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

百
分
の
百
五
十(

そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の

午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
七
十
五)

か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合(

そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の

割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合)

を
減
じ
た｣

を｢

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
時
間

百
分
の
百
五
十(

そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前

五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
七
十
五)

か
ら
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
割
合(

そ
の
時
間
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、

そ
の
割
合
に
百
分
の
二
十
五
を
加
算
し
た
割
合)

を
減
じ
た
割
合

二

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
時
間

百
分
の
五
十
か
ら
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
割
合
を
減
じ
た
割
合

第
十
三
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務(

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四

条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に
お
け
る
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
を

除
く
。)

の
時
間｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
の
合
計｣

に
、｢

前
項｣

を｢

第
二
項｣

に
改
め
、

｢

含
む
。)

｣

の
下
に｢

及
び
第
三
項｣

を
加
え
、｢

百
分
の
百
五
十(

そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か
ら

翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
七
十
五)

｣

を｢

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時

間
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た

勤
務(

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
に
お
け

る
勤
務
の
う
ち
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
勤
務
を
除
く
。)

の
時
間

百
分
の
百
五
十(

そ
の

勤
務
が
午
後
十
時
か
ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
は
、
百
分
の
百
七
十
五)

二

第
三
項
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
時
間(

前
項
に

規
定
す
る
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
係
る
時
間
を
除
く
。)

百
分

の
五
十

第
十
三
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め

勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
二
項
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
正
規
の
勤
務

時
間(

こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て｢

割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間｣

と
い
う
。)

を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え

て
勤
務
し
た
全
時
間
に
対
し
て
勤
務
一
時
間
に
つ
き
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り

の
給
与
額
に
百
分
の
二
十
五
か
ら
百
分
の
五
十
ま
で
の
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
過
勤
務
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

４

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
勤
務
時
間
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間

と
の
合
計
が
三
十
八
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
勤
務
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
超
過
勤
務
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日

ま
で
に
支
払
わ
れ
た
超
過
勤
務
手
当
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三

条
第
五
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

(

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

３

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
八
十
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
四
項
中｢

第
七
項｣

を｢

第
四
項｣

に
改
め
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
条
例
第
四
十
二
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
福
島
県
条
例
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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第
一
条
中｢

及
び
第
二
項｣

の
下
に｢

、
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
条
第
二
項｣

を
加
え
、

｢
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項｣

を｢

、
第
十
九
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

五
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一
号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五

号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間)

第
二
条
の
二

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
と
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中｢

再
度
の｣

を
削
り
、
同
条
第
一
号
中｢

第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る｣

を｢

第

五
条
に
規
定
す
る｣
に
、｢

同
号｣

を｢

同
条｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

当
該
育
児
休
業
を
し
た

職
員
の
配
偶
者(

当
該
子
の
親
で
あ
る
者
に
限
る
。)

が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
育
児

休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と(

当
該
職
員｣

を｢

三
月
以

上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と(
当
該
育
児
休
業
を
し
た
職
員｣

に
、｢

請
求
の
際
両
親
が
当
該
方
法｣

を｢

承
認
の
請
求
の
際
育
児
休
業｣
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

再
度
の｣

を
削
る
。

第
五
条
中｢

次
に
掲
げ
る
事
由｣

を｢
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
係

る
子
以
外
の
子
に
係
る
育
児
休
業
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
七
条
中｢

次｣

を｢

第
二
条
各
号｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
八
条
第
一
号
中｢

第
十
一
条
第
二
号｣

を｢
第
十
一
条
第
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

第

十
一
条
第
三
号｣

を｢

第
十
一
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し

た
職
員
の
配
偶
者(

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)
が
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を

育
児
休
業
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
養
育
し
た
こ
と(

当
該
職
員｣

を｢

三

月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と(

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員｣

に
、｢

請
求
の
際
両
親
が

当
該
方
法｣

を｢

承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤
務｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

第
十
二
条
の
表
第
十
三
条
第
三
項
の
項
中

｢

第
十
三
条
第
三
項｣

を

｢
第
十
三
条
第
五
項｣

に
、

｢

前
項｣

を｢

第
二
項｣

に
改
め
、
同
表
第
十
三
条
第
四
項
の
項
中｢

第
十
三
条
第
四
項｣

を｢

第
十

三
条
第
六
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
表
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
十
九
条
の
三
の
項
中

｢
第
七
項｣

を

｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
五
項

第
二
項

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
四
年
福
島

県
条
例
第
十
一
号)

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
第
二
項

第
十
三
条
第
七
項

第
二
項

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
項

第
二
十
三
条
中｢

次
に
掲
げ
る｣

を｢

育
児
短
時
間
勤
務
又
は
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
二
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
平

成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

前
に
改
正
前
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
第
三
条
第
四
号
又
は
第
八
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
は
、
施
行

日
以
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
四
号
又
は
第
八
条

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
と
み
な
す
。

３

施
行
日
前
に
改
正
前
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

第
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
支
払
わ
れ
た
超
過
勤
務
手

当
は
、
改
正
後
の
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
超
過
勤
務
手
当
の
内
払
と
み
な

す
。

(

人

事

課)

福
島
県
条
例
第
四
十
三
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例(

平
成
七
年
福
島
県
条
例
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
中｢

第
十
三
条
第
三
項｣

を｢

第
十
三
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
第
一
項
中｢

(

職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子

を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
削
る
。

第
八
条
の
五
第
四
項
中｢

前
三
項｣

を｢

前
各
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

三
項
中｢

前
二
項｣

を｢

第
一
項
及
び
前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢
(

災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

任
命
権
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
勤

務(

災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。)

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
二
年
福
島
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
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｢

平
成
二
十
二
年
改
正
条
例｣

と
い
う
。)

に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例(

昭
和

二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
。
以
下｢

改
正
後
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
第
五
項
各

号
に
掲
げ
る
時
間
を
合
計
し
た
時
間
が
平
成
二
十
二
年
改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
の
時
間
を
上
回

る
場
合
に
お
け
る
当
該
上
回
る
時
間
に
対
し
て
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
超
過
勤
務
手
当
に
係
る
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

(

人

事

課)

福
島
県
条
例
第
四
十
四
号

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例(

昭
和
二
十
八
年
福
島
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中｢
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か｣

を｢

第
三
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者｣

に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
四
号
中｢

第
五
十
六
条
の
二

第
三
項
各
号｣

を｢

第
五
十
六
条
の
三
第
三
項
各
号｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
第
一
号
中｢

第
五
十

六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ｣

を｢

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ｣

を｢

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
ロ｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

以
下｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
一
条
第
十
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十

二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
条
例
第
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
改

正
後
の
条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員(

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

と
な
っ
た
者
に
対
す
る
改
正
後
の
条
例
第
十

一
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
職
員
で

あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
退
職
の
日
が
同
日
前
で
あ
る
も
の
及
び
同
日
の
前
日
に
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ

て
同
日
後
引
き
続
き
職
員
で
あ
っ
た
も
の
に
対
す
る
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
退
職

手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

職
員
業
務
課
福
利
厚
生
室)

福
島
県
条
例
第
四
十
五
号

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
気
汚
染
防
止
法
に
基
づ
く
排
出
基
準
及
び
水
質
汚
濁
防
止
法
に
基
づ
く
排
水
基
準
を
定
め
る
条
例

(

昭
和
五
十
年
福
島
県
条
例
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
一
日｣

を｢

平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日｣

に
改

め
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成22年７月６日 火曜日 福 島 県 報 号外第32号7
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備考
１ この表に掲げる排水基準は､ 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者 (設置の工事をしてい
る者を含む｡ ) の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については､ 当該施設が特定施設となつ
た日から１年間は､ 適用しない｡ ただし､ 当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場又は
排水指定事業場であるときは､ この限りでない｡
２ １のただし書の規定にかかわらず､ 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者 (設置の工事を
している者を含む｡ ) の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水について適用される排水基準で定
める許容限度が当該施設が特定施設となる際に当該工場又は事業場から排出される水に適用されていた排水指定事業
場排水基準で定める許容限度より厳しい許容限度である場合は､ 当該施設が特定施設となつた日から１年間は､ 従前
の排水基準で定める許容限度に相当する許容限度の排水基準を適用する｡

別表第３ (第２条関係)

有害物質
の種類

業 種 そ の 他 の 区 分

許 容 限 度

Ａ水域 Ｂ水域 Ｃ水域 Ｄ水域 Ｅ水域 Ｆ水域

日間
平均

最大
日間
平均

最大
日間
平均

最大
日間
平均

最大
日間
平均

最大
日間
平均

最大

ふつ素及び
その化合物
単位
ふつ素の
量に関し
て､１リッ
トルにつ
きミリグ
ラム

ほうろう鉄器製造業､
うわ薬製造業 (ほうろ
ううわ薬を製造するも
のに限る｡)､ 電気めつ
き業及び旅館業 (昭和
49年12月１日において
現にゆう出している温
泉を利用する旅館業に
は属しないもので､ か
つ､ 温泉を利用するも
のに限る｡ )

１日平均排出
水量が10立方
メートル以上
30立方メート
ル未満のもの

10 8

１日平均排出
水量が30立方
メートル以上
のもの

10 10 10 8 10 10

化学肥料製造業 １日平均排出
水量が10立方
メートル以上
30立方メート
ル未満のもの

8

１日平均排出
水量が30立方
メートル以上
のもの

8



附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

水
・
大
気
環
境
課)

福
島
県
条
例
第
四
十
六
号

福
島
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例(

平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
百
九
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

第
七
十
五
条
の
二｣

を｢

第
六
十
八
条
の
三｣

に
改
め
、｢

規
定
す
る｣

の
下
に｢

広

域
化
等
支
援
方
針
の
作
成
、
広
域
化
等
支
援
方
針
に
定
め
る
施
策
の
実
施
そ
の
他｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

国
民
健
康
保
険
課)

福
島
県
条
例
第
四
十
七
号

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
与
条
例(

昭
和
三
十
七
年
福
島
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

学
校
又
は｣

を｢

学
校
、
大
学
又
は｣
に
改
め
、
同
号
ア
中｢

学
校(｣

を
削

り
、｢

第
二
十
一
条
第
一
号
又
は｣

を｢

第
二
十
一
条
第
二
号
若
し
く
は｣

に
、｢

の
規
定
に
基
づ
き

文
部
科
学
大
臣
が｣

を｢

に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の｣

に
、｢
も
の
に
限
る
。)

｣

を｢

学
校
又

は
法
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
大
学｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

保

健
師
養
成
所
、
助
産
師
養
成
所
又
は
看
護
師
養
成
所(｣

を
削
り
、｢

第
二
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が｣

を｢

第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の｣

に
、｢

も
の

に
限
る
。)

｣

を

｢

保
健
師
養
成
所
、
助
産
師
養
成
所
又
は
看
護
師
養
成
所｣
に
改
め
、
同
号
ウ
中

｢

准
看
護
師
養
成
所(｣

を
削
り
、｢

の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が｣

を｢

に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事

の｣

に
、｢

も
の
に
限
る
。)

｣

を｢

准
看
護
師
養
成
所｣

に
改
め
る
。

別
表
県
内
の
項
第
五
号
中｢

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た｣

を｢
第
七
条
第

六
項
に
規
定
す
る
指
定
医
療
機
関
の
う
ち｣

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

第
七
条
第
二
十
二
項｣
を

｢

第
八
条
第
二
十
五
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

地
域
医
療
課
感
染
・
看
護
室)

福
島
県
条
例
第
四
十
八
号

福
島
県
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例(

昭
和
四
十

一
年
福
島
県
条
例
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
十
五
項
中｢

第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か｣

を｢

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
営
企
画
課)

福
島
県
条
例
第
四
十
九
号

福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
年
福
島
県
条
例
第
七
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
七
項
中｢

者｣

の
下
に｢

(

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、｢

第
三
項｣

を｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条

第
六
項
中｢

し
た
者
は
、
第
二
項｣

を｢

し
た
者
で
あ
つ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
、
同
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
七

項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

県
立
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る｣

を｢

第
四
項
の
規
定
に

よ
り
受
講
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
第
二
号
の
期
間
は
、
そ
の
初
日
に
お
い
て
公
立
高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
た
月
を
一
月

(

そ
の
初
日
に
お
い
て
公
立
高
等
学
校
で
あ
る
法
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
高
等
学
校
又
は
同
条
第

二
号
に
掲
げ
る
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
し
て
い

た
月
に
あ
つ
て
は
、
一
月
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
月
数)

と
し
て
計
算
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中｢

者｣

の
下
に｢

で
あ
つ
て
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の｣

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

全
日
制
の
課
程
若
し
く
は
定
時
制

の
課
程
又
は｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

県
立
高
等
学
校
の
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
に
在
学
す
る
者
で
あ
つ
て
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
は
、
授
業
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高

等
学
校
等(

修
業
年
限
が
三
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。)

を
卒
業
し
、
又
は
修
了
し
た
者(

高
等

学
校
設
置
基
準(

平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号)

第
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
学
科
の
課

程
を
修
了
し
た
後
に
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
学
科
の
課
程
に
在
学
す
る
た
め
に
県
立
高
等
学
校
に

入
学
し
た
者
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
由
に
よ
り
県
立
高
等
学
校
に
入
学
し
た
者

を
除
く
。)

二

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
立
高
等
学
校(

以
下
単
に｢

公
立
高
等
学
校｣

と
い
う
。)

に
在
学
し
た
期
間(

次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。)

が
三
十
六
月
を
超
え
る
者

ア

退
学
し
、
又
は
除
籍
さ
れ
た
公
立
高
等
学
校
に
在
学
し
た
期
間

イ

転
学
、
転
籍
、
休
学
、
留
学
、
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
療
養
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
と
認
め

ら
れ
る
事
由
に
よ
り
在
学
し
た
期
間

第
八
条
第
一
項
中｢
生
徒｣

を｢

第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
を
納
め
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
者｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
立
高
等
学
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る
条
例(

以
下｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
分
の
授
業
料
及
び
受
講
料
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
二
年
七
月
分

以
前
の
授
業
料
及
び
受
講
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
二
年
八
月
分
の
授
業
料(

専
攻
科
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
改
正
後
の
条
例
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
五
日
ま
で
に

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

財

務

課)
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